
 
令和７年２月 6 日発行 

飯豊町豪雪対策本部からのお知らせ 

 
 

高齢者による雪害事故多発中！ 

命を守る除雪中の事故防止のポイント 
✓ 晴れの日ほど要注意。屋根の雪がゆるんでいて、思わぬ落雪に巻き込まれることも！ 

✓ 排雪時の池や流雪溝などへの転落にも注意！真のベテランこそ常に安全確保！ 

✓ 除雪機の雪詰まりの除去は、エンジンを切ってから。手を突っ込まず、雪かき棒で！ 

✓ 除雪機の安全装置は絶対に固定しない！ 

大雪で除雪が間に合わない場合があります 

・雪下ろしで屋根に登る場合は、必ずヘルメット・命綱の着用を。  

装備が準備できない場合には、屋根には登らず、業者への依頼を検討

しましょう。 

・高齢者の除雪支援の詳細については裏面を確認のうえ、問合せ先へご

相談ください。 

※屋根の雪下ろしなどでかかった費用に支援制度が活用できる場合があります。 

・軒下での除雪作業は、屋根に雪がないなど、落雪の危険がないことを

確認してから。 

飯豊町豪雪対策本部の設置 

2 月 6 日(木) 13 時、まとまった降雪により町内に災害が発生する危険性が高まったことか

ら、町長を本部長とする飯豊町豪雪対策本部を設置しました。 

6 日(木)8 時時点の積雪量は、椿 133cm、手ノ子 205cm、下屋地 330cm となっています。 

今後も引き続き降雪が見込まれるため、交通障害やなだれ及び屋根からの落雪などにご注意

ください。 



 

冬期間も安心・安全に暮らせるよう 

除雪ヘルパー事業をご活用ください 
対象となると思われる方へ、昨年 12 月に申請書を郵送しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪に関する情報取得先 
町の情報から登録制メールや LINE などを登録し、災害情報の取得をお願いいたします。 

町の情報           山形県雪情報システム 

 

気象台ＨＰ          停電情報 

【問合せ先】 
雪害事故に関すること     豪雪対策本部事務局☎８７－０６９５ 

（総務課防災管財室） 

除雪に関する支援制度について 健康福祉課福祉室☎８６－２２３３ 

 除雪ヘルパー事業 

◆対象要件（生活保護世帯は対象外） 

・町内在住の高齢者のみ世帯、障がい者のみ世帯または高齢者と 

障がい者のみ世帯 

・町県民税が非課税または均等割のみ課税の世帯 

・日常的に除雪をお願いできる子どもや孫、親戚などがいない世帯 

◆支援内容 

除雪ヘルパーを派遣し、屋根の雪下ろしなどの除雪を支援 

（費用の 2/3 を助成：最大 50,000 円） 


